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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
四
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
中
防
不
燃
・
粗
大
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
環
境

影
響
評
価
書
案
（
以
下
「
評
価
書
案
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
概
要

の
提
出
が
あ
り
、
条
例
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事

業
段
階
関
係
地
域
を
定
め
た
の
で
、
条
例
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
段
階
関
係
地
域
の
範
囲

江
東
区

青
海
三
丁
目
、
青
海
四
丁
目
、
有
明
四
丁
目
、
若

洲
三
丁
目
、
海
の
森
一
丁
目
、
海
の
森
二
丁
目
及

び
海
の
森
三
丁
目
の
区
域

大
田
区

城
南
島
五
丁
目
、
令
和
島
一
丁
目
及
び
令
和
島
二

丁
目
の
区
域

所
属
未
定

中
央
防
波
堤
外
側
埋
立
地
の
区
域

二

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
二
十
三
区
清
掃
一
部
事
務
組
合

管
理
者

山
﨑

孝
明

千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
五
番
一
号

三

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

中
防
不
燃
・
粗
大
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置

四

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
中
央
防
波
堤
内
側
埋
立
地
内
江
東
区
海
の
森
二

丁
目
に
、
不
燃
ご
み
と
粗
大
ご
み
を
併
せ
て
処
理
す
る
中
防
不
燃

・
粗
大
ご
み
処
理
施
設
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
悪
臭
、
騒
音
・
振
動
、
土
壌
汚
染
、

景
観
、
廃
棄
物
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ

の
結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

六

評
価
書
案
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
八
日
ま
で
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

江
東
区
環
境
清
掃
部
温
暖
化
対
策
課

江
東
区
東
陽
四
丁
目
十
一
番
二
十
八
号

イ

大
田
区
環
境
清
掃
部
環
境
計
画
課

大
田
区
蒲
田
五
丁
目
十
三
番
十
四
号

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

㈣

提
出
先

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
五
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
を
し
た
の

で
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

東
京
燃
料
林
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

廣
瀬

直
之

二

所
在
地

千
代
田
区
神
田
錦
町
三
丁
目
十
七
番
地

三

認
定
の
内
容

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十

六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
認
定

公

告

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
就
任
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
稲
城
上
平
尾
土
地
区
画
整
理
組
合
理
事

長
馬
場
丈
助
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
令
和
二
年
八
月
三
十
一
日
付
け

で
理
事
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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氏

名

住

所

加
藤

榮
一

稲
城
市
坂
浜
四
百
十
一
番
地

黒
田

進

同

市
平
尾
四
丁
目
四
十
六
番
地
の
十

鈴
木

幸
子

同

市
平
尾
一
丁
目
二
十
二
番
地
の
一

馬
場

茂
治

同

市
平
尾
四
丁
目
二
番
地
の
六

馬
場

丈
助

同

所
五
番
地
の
六

馬
場

昇

稲
城
市
平
尾
一
丁
目
二
十
八
番
地
の
十

馬
場

実

同

所
三
十
三
番
地
の
三
十

宮
田

千
惠
子

稲
城
市
平
尾
四
丁
目
三
十
六
番
地
の
一

宮
田

光
治

同

所
三
十
四
番
地
の
一

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

調
布
市
八
雲
台
二
丁
目
十
五
番
八

及
び
同
番
九

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ゆ
め
り
あ
フ
ェ
ン
テ

二

店
舗
所
在
地

練
馬
区
東
大
泉
五
丁
目
四
十
三
番
一
号

三

設
置
者
名

宮
本
孝
治
ほ
か
三
十
二
名

四

設
置
者
住
所

練
馬
区
東
大
泉
五
丁
目
四
十
三
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

ほ
か
四
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

ほ
か
二
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

中
央
区
日
本
橋
本
町
二
丁
目
六
番
三
号

（
株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ

ン
）

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

中
央
区
日
本
橋
本
町
三
丁
目
六
番
二
号

（
株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ

ン
）

十

変
更
日

令
和
元
年
八
月
十
五
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
二
年
九
月
一
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
三

年
一
月
二
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

イ
オ
ン
板
橋
店

二

店
舗
所
在
地

板
橋
区
徳
丸
二
丁
目
六
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社
ほ
か

一
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号
ほ

か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

池
谷

幹
男

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

長
島

厳

八

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日

九

届
出
日

令
和
二
年
九
月
三
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
三

年
一
月
二
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
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日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

若
葉
台
セ
ン
タ
ー
商
業
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

稲
城
市
若
葉
台
二
丁
目
六
番
地

三

設
置
者
名

新
都
市
セ
ン
タ
ー
開
発
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

多
摩
市
鶴
牧
一
丁
目
二
十
四
番
地
一

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

小
林

昭
次

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

関
口

律

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
三
和

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

町
田
市
森
野
五
丁
目
十
八
番
二
号

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

町
田
市
金
森
四
丁
目
一
番
二
号

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

小
山

克
己

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

小
山

真

十
二

変
更
日

令
和
二
年
六
月
十
七
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
二
年
九
月
七
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
三

年
一
月
二
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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